
令和７年度
介護保険事業者等集団指導

〈共通事項〉









１ 加算に関する手続き

（介護給付費算定に係る体制等に関する届出）

提出書類

提出期限



１ 加算に関する手続き

（介護給付費算定に係る体制等に関する届出）

令和８年度 留意事項



１ 加算に関する手続き

（介護給付費算定に係る体制等に関する届出）



１ 加算に関する手続き

（介護給付費算定に係る体制等に関する届出）



２ 各種申請・届出等に関する手続き

介護サービス事業所の変更・休廃止・再開の届出について





（１）変更届



２ 各種申請・届出等に関する手続き

介護サービス事業所の変更・休廃止・再開の届出について

（１）変更届 （変更届の提出が必要な事項）



２ 各種申請・届出等に関する手続き

介護サービス事業所の変更・休廃止・再開の届出について





（２）休止届・廃止届





（３）再開届



２ 各種申請・届出等に関する手続き

指定更新手続きについて

（１）指定更新手続きの概要

•

•

•

（２）指定更新に係る留意事項

（３）対象となる事業所



２ 各種申請・届出等に関する手続き

指定更新手続きについて









（４）提出書類



２ 各種申請・届出等に関する手続き

指定更新手続きについて







（５）提出方法

（６）申請手数料

金額申請の種類サービスの種類

１０,０００円指定更新申請指定居宅サービス事業者

３３,０００円指定更新申請指定介護老人福祉施設

３３,０００円許可更新申請介護老人保健施設

３３,０００円許可更新申請介護医療院

１０,０００円指定更新申請指定介護予防サービス事業者



２ 各種申請・届出等に関する手続き

指定更新手続きについて





（６）申請手数料



２ 各種申請・届出等に関する手続き

指定更新手続きについて

（７）休止中の事業所

•

•

（８）申請書類提出後の変更、廃止、休止について



３ 電子申請・届出システムを利用した申請等について

•

•

•

•

電子申請・届出システムの概要

電子申請・届出システムのメリット

介護事業所

 オンライン上の申請届出により、郵送や持参等の手間が削減されます
 複数の申請届出を本システム上で行うことができます
 一つの電子ファイルを複数の申請届出で活用でき、書類の作成負担が大きく軽減
されます

 申請届出の状況をオンライン上でご確認いただけます
 上記、削減できた手間・時間を、サービスの質の向上にご活用いただけます



３ 電子申請・届出システムを利用した申請等について

新規指定申請 変更届出 加算に関する
届出更新申請 その他申請

届出※１

※１：「その他申請届出」は、再開届出、廃止・休止届出、指定辞退届出、指定を不要とする旨の届出等を含みます。

別途データを作成し、添付

システム上で作成する様式

電子申請届出システムにより受付可能な申請等種類



３ 電子申請・届出システムを利用した申請等について

•

•

•

•

システム利用に必要な準備



３ 電子申請・届出システムを利用した申請等について

本システム利用時の画面イメージ

電子申請・届出システム：https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/

【その他】

・処遇改善加算等の
処遇改善計画書と実
績報告書の提出は、

別途案内する方法に
て提出してください。

・申請手数料の納付
について、香川県で
は、香川県証紙提出
の他、香川県電子申
請・届出システムを利
用した電子納付によ
る支払いが可能です。



４ 介護保険電子メール同報配信システムついて（香川県）

介護保険等に関する香川県からの情報は、原則、介護保険電子メール同報配信システム
（以下「同報メール」という。）で行い、個別に郵送することはありませんので、
必ず事業所ごとにメールアドレスの登録をお願いします。

なお、メールの中には特定のサービスに限って配信するものもありますので、同一法人
で複数のサービス事業所がある場合、必ずサービスごとに登録をお願いいたします。

登録（変更・解除）サイト

https://www.kaigo-asp.jp/kagawa/entry/

登録（変更・解除）二次元コード



４ 介護保険電子メール同報配信システムついて

登録方法

トップメニューから、実施したい項目を選びます。
新規登録の他、変更登録、登録解除も行うことができます。

注意事項

・メールアドレスの登録は事業所番号のあ
る各事業所毎に３つ以内とします。

・事業所等からの県長寿社会対策課への
質問等は、本システムにより配信された電
子メールに返信せず、従来どおり電話、メー
ルによりお願いします。



４ 介護保険電子メール同報配信システムついて

（新規登録の場合） （変更登録の場合）

メニューの“新規登録”を選び、新規登録
（仮登録）に事業所番号とメールアドレス
を入力し、“次へ”をクリックします。

仮登録により、確認メールが配信されますので、本登録
をしてください。
これにより、メールアドレス登録は完了です。


